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函館市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例案に対する修正案 

対照表 

修 正 前 修 正 後 

  

 第３条第１項各号列記以外の部分中「以下こ 

れら」を「第５条においてこれらの者」に改め， 

「被保険者」の後ろに「もしくは高齢者医療確

保法第５５条第１項もしくは第２項（高齢者医

療確保法第５５条の２第２項においてこれらの

規定を準用する場合を含む。）もしくは高齢者

医療確保法第５５条の２第１項の規定により北

海道後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者

医療の被保険者とされているもののうち市が保

険料を徴収すべきもの」を，「医療保険各法」

の後ろに「または高齢者医療確保法」を加え，

同条第２項および第３項を削る。 

 第３条第１項各号列記以外の部分中「以下こ

れら」を「次項および第５条においてこれらの

者」に改め，「被保険者」の後ろに「もしくは

高齢者医療確保法第５５条第１項もしくは第２

項（高齢者医療確保法第５５条の２第２項にお

いてこれらの規定を準用する場合を含む。）も

しくは高齢者医療確保法第５５条の２第１項の

規定により北海道後期高齢者医療広域連合が行

う後期高齢者医療の被保険者とされているもの

のうち市が保険料を徴収すべきもの」を，「医

療保険各法」の後ろに「または高齢者医療確保

法」を加える。 

  

   附 則    附 則 

  

 （施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行す

る。ただし，附則第３項から第７項までの規

定は，公布の日から施行する。 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行す

る。ただし，附則第３項から第６項までの規

定は，公布の日から施行する。 

  

 （経過措置） 

２ 改正後の函館市ひとり親家庭等医療費助成

条例（以下「改正後の条例」という。）の規

定は，この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に行われる医療に関する給付

について適用し，施行日前に行われた医療に 

 関する給付については，なお従前の例による。 

 （経過措置） 

２ （略） 

  

３ 特例児童（施行日において，医療費の助成

を受けることができるひとり親家庭等児童に

該当すべき者（第２条および第３条の改正規

定により新たに医療費の助成を受けることが

できるひとり親家庭等児童に該当すべき者と

なるものに限る。）をいう。以下同じ。）の

保護者は，施行日前においても，当該特例児

童が施行日において医療費の助成を受けるこ

とができるひとり親家庭等児童に該当するこ

とを条件として，当該医療費の助成につい

て，改正後の条例第４条第１項の規定による

申請をすることができる。 

（削る） 

  

４ 施行日において，医療費の助成を受けるこ

とができるひとり親家庭の母または父に該当

すべき者（第２条および第３条の改正規定に

より新たに医療費の助成を受けることができ

３ 施行日において，医療費の助成を受けるこ

とができるひとり親家庭の母または父に該当

すべき者（第２条および第３条第１項の改正

規定により新たに医療費の助成を受けること
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るひとり親家庭の母または父に該当すべき者

となるものに限る。）は，施行日前において

も，当該者が施行日において医療費の助成を

受けることができるひとり親家庭の母または

父に該当することを条件として，当該医療費

の助成について，改正後の条例第４条第１項

の規定による申請をすることができる。 

ができるひとり親家庭の母または父に該当す

べき者となるものに限る。）は，施行日前に

おいても，当該者が施行日において医療費の

助成を受けることができるひとり親家庭の母

または父に該当することを条件として，当該

医療費の助成について，改正後の条例第４条 

 第１項の規定による申請をすることができる。 

  

５ 市長は，附則第３項または前項の規定によ 

 る申請があったときは，施行日前においても， 

 改正後の条例第４条第２項の規定による受給

資格の有無に係る認定を行うことができる。 

４ 市長は，前項の規定による申請があったと

きは，施行日前においても，改正後の条例第

４条第２項の規定による受給資格の有無に係

る認定を行うことができる。 

  

６ 附則第２項から前項までに定めるもののほ 

 か，この条例の施行に関し必要な経過措置は， 

 市長が定める。 

５ 前３項に定めるもののほか，この条例の施

行に関し必要な経過措置は，市長が定める。 

  

 （函館市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用および特定個人情報の提供

に関する条例の一部改正） 

 （函館市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用および特定個人情報の提供

に関する条例の一部改正） 

７ 函館市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用および特定個人情報の提供

に関する条例（平成２７年函館市条例第５５

号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１の１の項中「高齢者の医療の確保

に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の 

 被保険者の資格に関する情報」の後ろに「（ 

 以下「後期高齢者医療被保険者資格情報」と

いう。）」を加え，同表の２の項中「国民健

康保険被保険者資格情報」の後ろに「，後期

高齢者医療被保険者資格情報」を加える。 

６ （略） 

  

 


